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みんなで知ろう！

⼦どもの権利条約

1989年に国連総会で採択（さいたく）された
「⼦どもの権利条約（児童の権利に関する
条約）」は、18歳未満のすべての⼦どもの

基本的⼈権を保障するものです。
�

現在、世界196の国と地域がこの条約を結ん
でおり、⽇本は1994年にこれを批准（ひじゅ
ん）（条約をみとめて実⾏するという国の最
終確認、同意のてつづき）をしました。

⼦どもの権利条約には４つの⼀般原則（いっぱん
げんそく）があります。それは、次の４つで、
ほかの権利を守るときの基本となります。

�

たとえば、災害のとき、性別や障害の有無などで
⼦どもを差別してはいけない、どのようにしたい
か⼦どもの声を聴くといったことが必要です。
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＜⼦どもの権利条約 ４つの⼀般原則＞
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地震（じしん）や洪⽔（こうずい）などの⾃然災害は、私たちの暮らしをあっと
いう間に変えてしまいます。家に住めなくなったり、公園や学校が使えなくなって
しまったり、避難（ひなん）したりするのは、⼦どもにとってもおとなにとって
も、⼤変なことです。

遊ぶこと、勉強すること、休むことなどは、⼤切な⼦どもの権利です。災害のとき
にも守られなくてはなりません。災害のときも⼦どもらしくいられることが、
⼦どもの⼼や体を守ることにもつながります。

そのために、避難所（ひなんじょ）などに⼦どもが安全に安⼼して過ごせる居場所
が作られます。「チャイルド・フレンドリー・スペース（CFS）」と呼ばれるもの
で、避難所（ひなんじょ）だけでなく、放課後児童クラブ（学童）、児童館、
公⺠館など、⾊々なところで、⾊々なかたちで⾏われます。

これまでにワールド・ビジョンのチャイルド・フレンドリー・スペースに参加した
⼦どもたちは、ゲームや⼯作をしたり、運動をしたり、避難所（ひなんじょ）の中
ではなかなかできない遊びをして、たくさん笑って元気をとりもどしました。
「ここがあってよかった」と、⼦どももおとなも話してくれました。

チャイルド・フレンドリ
ー・

スペースで遊ぶ⼩学⽣

ミニクイズの答え：すべて正解（⾊々な場所に作られます）
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災害のときも⼦どもが⼦どもらしくいられるように
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＼ミニクイズ／
Q.チャイルド・フレンドリー・スペースはどんな
場所に作られるでしょうか？

A.�避難所（ひなんじょ） B.�学童 C.�公⺠館
※答えは右下にあります
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11⽉20⽇は
「世界⼦どもの⽇」

第２条
⼦どもは、国、性別、
⾔語、宗教、意⾒、
障害などによって
差別されません。

�

第３条
⼦どもに関係あること
をする時には、

「⼦どもにもっともよい
こと」を考えなければ

なりません。

第６条
すべての⼦どもは
⽣きる権利、
育つ権利を

もっています。
�

第12条
⼦どもは、⾃分に
関係のあることに
ついて⾃由に

⾃分の意⾒を表す
権利をもっています。

⽣きる権利 育つ権利

守られる権利 参加する権利

中野区⽴中野東図書館で
「⼦どもの権利写真展」開催中！

詳しくはこちら

チャイルド・フレンドリー・スペースで
宿題をする⼩学⽣。ここで友達に会うと
ほっとすると話してくれました。

チャイルド・フレンドリー・スペースで
ねんど遊びをする⼩学⽣。
避難所（ひなんじょ）では遊び道具が
あまりなかったので、久しぶりに思いきり
遊ぶことができてうれしかったと話して
くれました。


